
１７ 九都県市公共建築物におけるヘリサイン表示に関する申合せ事項 
【危機管理本部】 

 

 九都県市は、構成する都県市が公共建築物の屋上等へ施設名の表示（以下「ヘリサイン」とい

う。）に共同して取り組んでいくものとし、その利用上の利便性を高めるため、へリサインを表

示する場合の表示方法等を以下のとおりとすることを申し合わせる。 

 

 

１ 目 的 

当該都県市が所管する公共建築物の屋上等にヘリサインを表示することにより、災害時にヘ

リコプターからの識別を容易にし、被害状況の把握や救助・救急活動、緊急輸送活動等の迅速化

に資することを目的とする。 

 

２ 表示対象建築物 

ヘリサイン表示の対象となる公共建築物は、当該都県市が所管する公立学校、災害時に医療

活動の拠点となる公立病院等の公立施設の中から、表示スペースの有無及び災害対策上の有効

性等を考慮して選定する。 

 

３ 表示方法 

ヘリサインの表示方法は、原則として次のとおりとする。 

なお、当該都県市の実情に応じて、仕様を付加することは妨げない。 

（１）ヘリサインには、対象建築物の名称またはその略称を用いるものとする。 

（２）表示場所は、対象建築物の屋上等とする。 

（３）文字は、漢字、ひらがな、またはカタカナ等を使用し、横書きとする。 

（４）一文字の大きさは、縦４メートル、横４メートル程度とし、文字の間隔は１メートル程

度とする。 

（５）文字の色は、白色、オレンジ色または黄色等の明るい色を用いるものとする。 
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